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２．平成29年度各課事業評価報告
★（重点課題）

課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

89

①学校におけ
る人権教育の
実施

学習指導要領等に基づき、授
業や活動などで人権尊重や男
女平等などについて指導の充
実を図り、学校における人権
教育を実施します。

教育指導課 各学校におけるそれまでの
実践や実態を踏まえて、人
権教育の全体計画及び年間
指導計画の見直しを行い、
学校における人権教育の一
層の充実を図る。

90

②多様な性や
生き方に関す
る理解の促進

講座・講演会や情報提供等を
通して、性の多様化や家族形
態の多様化等に対する理解の
促進を図ります。

協働コミュニティ課 多様な性に関する情報提供
を行う。

91

③情報誌パリ
テの発行と配
布（再掲）

情報誌パリテを発行し、市民
の男女平等意識のさらなる定
着と浸透を図ります。作成に
ついては市民参画で行いま
す。また、多くの市民が読め
るように配布について工夫し
ます。

協働コミュニティ課 情報誌パリテを発行し、市
民の男女平等意識のさらな
る定着と浸透を図る。作成
については市民参画で行う
が。今年度は委員改選を行
う。また、多くの市民が読
めるように配布について工
夫する。

92

④国際交流等
行事の実施

国籍、民族、文化、習慣等の
異なる人々が互いを理解しあ
い、地域で共に暮らす多文化
共生を推進します。

文化振興課 ・西東京市多文化共生セン
ターの運営
・外国人のためのリレー専
門家相談会の実施

93

①講演会やパ
ンフレット等
による啓発

暴力の未然防止と早期発見を
市民に働きかけるため、講演
会やパンフレット等による啓
発を行います。

協働コミュニティ課 暴力についての講演・ＤＶ
冊子の配布を行う。

94

②デートＤＶ
防止の啓発

恋人等親密な関係にある男女
間の暴力の防止について、啓
発を行います。

協働コミュニティ課 ＤＶ冊子の配布を行うとと
もに、センター内において
掲示を行う。

95

③早期発見に
向けた市民、
職務関係者と
の連携

暴力の早期発見・早期対応に
向けて、市民、市の相談窓口
や警察等の職務関係者との連
携をすすめます。

協働コミュニティ課 暴力の早期発見、対応に向
け庁内相談窓口・警察との
連携を進める。

（１）Ⅱ-2★

体系番号 担当課目標

Ⅱ-1 （１）

Ⅱ-1 （１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

Ａ

各学校における、教育活動全体を通して、各校で
作成する人権教育の全体計画及び年間指導計画に
基づき、組織的・計画的に人権教育を推進した。
また、市内各学校の実施状況については、人権教
育推進委員会において共有し、実態を踏まえた指
導・助言を行った。

各学校における人権教育の
全体計画及び年間指導計画
のさらなる改善を図り、学
校における人権教育の一層
の充実を図る。

Ａ

情報誌パリテ内で特集記事を掲載し、男女平等推
進センター内においては掲示を行った。講座とし
て地域の団体を講師に「知っていますか？LGBTの
こと～家庭・学校・地域で考えたい『あなたの身
近な人がLGBTだったら』を実施。

引き続き、様々な手段で情
報提供をする。

Ａ

情報誌パリテを10月と2月に合わせて21,000部を
発行・配布し、ホームページに掲載をした。
男女平等推進センター企画運営委員会の市民委員
により、市民が読みやすい、目を引く構成にする
ことを主眼として、表紙等の色の選定やイラスト
について検討したり、見出しの文章やコーナー等
の構成を行い、分かりやすい文章表現を心がけて
編集を行った。　特集記事について、「女性が頑
張らずに自立するために」・「防災を多様な視点
で考えよう」とし、男女平等意識の無い方にも手
に取っていただけるような興味を引く内容を掲載
した。

情報誌パリテを発行にあた
り、編集支援業者の変更・
企画運営委員の改選がある
ため、早急に体制を整え、
市民の男女平等意識のさら
なる定着と浸透を図る。作
成については引き続き市民
参画で行い、また、多くの
市民が読めるように配布先
について工夫する。

Ａ

【西東京市多文化共生センター】
・月～金曜日　午前10時～午後4時まで開所
・外国人の日常生活相談96件、外国人支援活動先
の紹介等53件、その他の施設利用1041件、通訳ボ
ランティア派遣事業38件、多言語情報の提供2
件、窓口通訳利用50件
子どもに関わる通訳ボランティア派遣の依頼が多
かった。今後も安定した需要が見込まれる。

【外国人のためのリレー専門家相談会】
・平成29年8月26日（土）、西東京市民会館で開
催
・専門家：弁護士、行政書士、社会保険労務士、
臨床心理士、フェミニストカウンセラー
・言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語、フランス
語、スペイン語、ポルトガル語、やさしい日本語
相談：11人13件
外国人が円滑な社会生活を送ることができるよ
う、相談会を実施した。通訳及び運営に市民ボラ
ンティアが関わった。他の相談内容で相談にいら
した相談者でもフェミニストカウンセラーがかか
わってくることもあり、参加頂いている。

以前より認知度のアップに
ついて検討を重ねてきてい
るが、引き続き検討してい
きたい。

Ａ

女性に対する暴力をなくす運動週間（平成29年11
月12日～25日）では暴力と関連する児童虐待防止
に関わる活動についての講座を実施、チラシに女
性に対する暴力について記載し、意識啓発を行っ
た。またチラシによる関心が学び、気付きにつな
がるようＤＶ冊子を同時に封入した。
ＤＶ冊子については関係部署、市内医療機関へ配
布を行い広く周知に努めた。

講演会の実施
ＤＶ冊子の配布継続

Ａ

デートＤＶ啓発についてのリーフレット作成にむ
け、平成30年度作成予定となった。

デートＤＶリーフレットの
作成
ＤＶ冊子の配布

Ａ

配偶者暴力担当者連絡会議を行い、庁内・警察等
組織での連携を図った。支援個別対応として警察
等と連携し、安全を確保したり、市の相談窓口担
当者と連携を行った。早期発見の窓口となる市内
医療機関へＤＶ冊子を配布し女性相談窓口の案内
を行った。

今後も継続実施する。

男女平等参画推進委員会評価担当課評価
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

96

①女性相談の
実施

男女平等の視点にたち、女性
が自分自身、家族、職場の人
間関係、心とからだ、DVなど
の問題等について、相談員と
ともに解決の糸口を見出す相
談事業を実施します。

協働コミュニティ課 日々の暮らしの中で様々な
悩みを抱える女性に寄り添
い、自ら問題解決していく
糸口を見出していくことを
支える。

97

協働コミュニティ課 相談者の個別状況に応じた
相談の充実を図り、関係部
署と連携し対応する。

98

生活福祉課 ２名の家庭相談員を配置
し、生活保護受給世帯の女
性に対して個別の相談に応
じます。
母国語対応が必要な生活保
護受給者には、職員による
外国語サポーターを活用し
ます。

99

子育て支援課 母子・父子自立支援員によ
るひとり親相談を実施しま
す。

100

子ども家庭支援センター 子供家庭相談を継続して実
施する。

101

③男性相談の
あり方の検討

男女平等の視点にたち、男性
が自分自身、家族、職場の人
間関係、心とからだ、DVなど
の問題等について、相談員と
ともに解決の糸口を見出す相
談事業のあり方を検討しま
す。

協働コミュニティ課 男性相談についてのあり方
を検討する。

102

④相談窓口の
周知と情報の
提供

さまざまな相談窓口を通して
DVの被害者を発見し、適切な
支援につなぐため、相談窓口
の周知を図り、DVについて情
報提供を行います。

協働コミュニティ課 配偶者暴力担当者連絡会議
を行い、情報の提供を行
う。外部相談窓口(警察・
病院）とは日頃の連携の中
で窓口の情報提供を行う。

103

①緊急一時保
護の実施

DV被害者の安全を確保するた
め、緊急一時保護します。

協働コミュニティ課 被害にあった女性の安全を
図るため緊急一時保護へつ
なげる。

104

②民間支援団
体との連携

シェルターを運営している民
間支援団体と連携し、DV被害
者が安心して一時避難できる
場所を確保します。

協働コミュニティ課 被害にあった女性が安心し
て一時避難できる場所を運
営している民間シェルター
への運営費を支援する。

105

③緊急一時保
護宿泊費等の
支援

緊急に保護が必要な女性の安
全確保のため宿泊費等を助成
します。

協働コミュニティ課 緊急に保護が必要な女性の
安全及び自立支援のため、
緊急一時保護宿泊費等を支
援する。

106

④一人ひとり
の状況に応じ
た連携による
支援と情報の
提供

DV被害者の生活・子育て等を
支援します。また、子どもの
心のケアへの支援や保育・就
学等の行政サービスに関する
支援を行います。

協働コミュニティ課 被害にあった女性の生活と
子育て支援をおこなう。子
どもの保育・就学について
行政サービスにおいて早急
に支援を行う。

Ⅱ-2★

（３）

（２）

女性相談、子供家庭相談、母
子相談など、一人ひとりの状
況に応じた相談を実施しま
す。また、外国語（英語・韓
国語等）による相談対応を検
討します。

②一人ひとり
の状況に応じ
た相談の実施

22



担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

女性相談・婦人相談事業で実施
田無庁舎での女性相談出張相談を実施
相談件数
女性相談493件
婦人相談513件

潜在的な相談者の発掘に向
け、窓口の周知について検
討する。

Ａ

相談者の個別状況に合わせて関係部署と連携し支
援を行った。外国語に関しては民間シェルターに
て支援に関わる外国人による通訳にて依頼

個別の状況をふまえながら
関係機関と連携し対応す
る。今後も継続実施する。

Ａ

DV被害者及び性虐待被害者等の相談に際して、共
感を持って接することの出来る家庭相談員を活用
することにより、相談者の自立が促進されてい
る。また、近年外国籍の永住者、定住者が増加し
ており、日本語の話せない相談者からの相談に際
しては、外国語サポーターの尽力により、適切な
支援を達成することが出来た。

家庭相談員はCWの補助的な
位置付けであるが、家庭相
談員でなければ対応できな
い局面も多く、今後ともCW
との密接な連携の下、家庭
相談員の更なる活用を目指
したい。

Ａ

　母子福祉資金・父子福祉資金の貸付、就労・資
格取得、住宅、養育・家事援助、年金・手当な
ど、個々の状況に応じた相談・助言を行いまし
た。
　８月に「ひとり親家庭の方の支援や制度につい
て」のチラシを作成・配布したためか、平成29年
度は、過去５年間で２番目に相談件数が多かっ
た。
延べ相談件数1,041件

毎年相談件数が増えるとは
限らないが、引き続き一人
ひとりの状況に応じた丁寧
な相談・助言を行うととも
に周知にも努めていきま
す。

Ａ

　育児に悩む女性やDVを受けているケースなど
は、関係機関と連携を取りつつ対応している。相
談件数968件、児童虐待相談357件(前年より65件
増)、虐待以外の養護相談611件であった。児童本
人からの相談は、11件であった。

引き続き継続、関係機関と
の連携の強化を図る。

Ａ

市町村男女平等参画施策担当職員連絡会において
他市町村の実施状況を把握した。

男性相談のあり方につい
て、他市の実施状況や利用
実績等の情報収集しながら
継続的に検討を行う。

Ａ

配偶者暴力担当者連絡会議を行い、庁内・警察・
保健所・民生委員等の連携と情報提供を行った。
また、早期発見の窓口となる市内医療機関へＤＶ
冊子を配布し女性相談窓口の案内を行った。
外部相談窓口とも日頃の業務の中で連携をすすめ
た。

庁内相談窓口の連携をより
一層深めるため今後も配偶
者暴力担当者連絡会議を定
期的に行う。外部に関して
はＤＶ冊子や女性相談カー
ドを活用し、配布する。

Ａ

DV被害者の安全の確保を第一とし、個々の被害者
に適した支援が行えるように保護先の配慮や自己
決定を尊重した支援を行った。

今後も継続実施する。

Ａ

多摩地域の民間シェルター連絡会への補助金を交付。今後も継続実施する。

Ａ

平成20年度より西東京市緊急一時保護宿泊費等助
成金交付要綱を制定。
平成29年度は実績は０である。保護施設で対応で
きない場合の実施事業であるため、既存の施設に
おいて保護の必要な女性に対し支援ができたと考
えるが、今後も幅広いニーズを想定し実施する。

今後も継続実施する。

Ａ

被害にあった女性と子の生活支援と、子の保育・
就学においては関係部署(生活福祉課・保育課・
教育支援課）と連携し当事者が早急に支援を受け
る事ができるよう図った。

生活の安全と安心、安定の
為庁内関係部署と引き続き
連携を図る。

23



課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

107

健康課 各事業等を通して情報提供
に努めるとともに、個別の
支援については、関係課と
連携を図りながらすすめ
る。

108

生活福祉課 職員による生活保護世帯の
家庭訪問等で得た情報によ
り、ＤＶが予見される場合
には、早期に対応し躊躇な
く関係機関に繋ぎます。

109

子育て支援課 関係部署と連携し、ＤＶ被
害者とその子どもの支援を
行います。

110

⑤ワンストッ
プサービスの
検討

DVに関する相談窓口におい
て、必要な手続きが一括して
行える「ワンストップサービ
ス」の導入を検討します。

協働コミュニティ課 各窓口での手続きの確認と
支援者への情報提供の仕方
（ワンストップサービス）
の検討。

111

⑥自立支援講
座の実施

DV被害者の生活再建・自立を
支援する講座を実施します。

協働コミュニティ課 自立支援講座を実施する。

112

①庁内関係各
課との連携の
強化

DV被害者が抱えているさまざ
まな問題の解決に向けて、庁
内関係各課との連携を強化し
ます。

協働コミュニティ課 ＤＶ支援に必要な庁内関係
各課と連絡を密に行い連携
を図る。

113

協働コミュニティ課 配偶者暴力被害者支援担当
者連絡会議を開催し連携を
図る。

114

市民課 引き続き庁内連絡会に参加
し関係部署や関係各課との
情報共有を図る。
また、住民記録システムを
参照している各課とのシス
テム的な連携を今後も図っ
ていく。

115

保険年金課 担当者連絡会議に出席し、
関係機関と連携を図る。

116

健康課 関係会議への参加、随時の
連絡等によりさらに連携を
図る。

117

生活福祉課 担当者連絡会への出席は必
須とし、関係機関との連携
を密にします。

（３）

配偶者暴力被害者支援担当者
連絡会議を定例で開催し、支
援に必要な関係機関、専門家
との連携を図ります。

②各種関連機
関・専門家と
の連携の強化

（４）

Ⅱ-2★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

各事業等を通して情報提供に努めるとともに、個
別の支援については、関係課と連携を図りながら
すすめた。

DV被害者が、DV被害の事実
に気づき、情報提供ができ
るタイミングは、事例ごと
に異なる。
適したタイミングを事例毎
に評価検討し、情報提供に
努める。

Ａ

CW及び家庭相談員は、定期的に同じ家庭を訪問す
るため、家庭内の変化に気付きやすいことから、
DV等の兆候を把握した際は、速やかにパリテと情
報共有を図る対応を行っている。

DVの兆候は判断が難しく、
また、DV被害者はそれを隠
そうとする傾向が見受けら
れることから、より一層の
注意を持って、訪問を行い
たい。

Ａ

婦人相談員や関係機関と連携して、母子生活支援
施設への入所を通した自立支援などを実施した。

引き続き、関係機関と連携
しながら、きめ細かい支援
に努めます。

Ｂ

ＤＶ被害者支援に関して必要な手続きを整理し、
支援者に窓口と手続きについて情報提供を行っ
た。支援者の同意を得た場合には関係部署への事
前の情報提供を行った。

庁内の各部署での手続きが
よりスムーズに行われるよ
うに関係部署と密に連携を
今後も図る。

Ａ

平成29年度は「Do it!ここから始まる。～一歩前
にふみ出したいあなたへ～」と題し、「パーソナ
ルカラー＜基礎編＞、＜応用編＞」、「 知って
得する法的知識～別居・離婚・その後の暮らし
～」、「 これってモラハラ？発達障害？無自覚
にあなたとまわりを悩ませる人達」、「タッピン
グタッチ～わたしほぐし～」、「良いストレス？
悪いストレス？～ストレスとの上手なつき合い方
～」の全６回の講座を行った。

ＤＶ被害者以外にも相談を
利用した方々への自立の支
援のため講座を今後も行
う。

Ａ

日頃より庁内関係部署と連絡を取り合い確認し、
関係部署でのケースカンファレンスに参加する事
の他に配偶者暴力担当者会議を行い連携強化を
図った。

日常での庁内関係部署と密
に連携を図る。また配偶者
暴力担当者会議を継続して
行う。

Ａ

平成29年度配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議
を2回開催、情報交換を含め連携を図った。

今後も継続実施する。

Ｂ

住民記録システムを参照している各課とのシステ
ム的な連携を図ることにより、これまでの市民課
による被害者への支援措置から、市としての一体
的な住所情報等の保護へと事務の取り扱いを変更
している。
具体的には、関係各課が参照できる支援対象者
ファイルを作成し、データ更新があった際は更新
通知を各課に行うことで、被害者の住所情報等の
取扱いについて注意を促し、情報を共有する体制
を構築している。なお、支援対象者ファイルや更
新情報についてはパスワード設定を行い、担当者
のみにパスワードを通知することでセキュリティ
を確保している。

被害者情報の共有につい
て、各課の独自システムと
の自動連携へ向け、協議を
重ねたい。
また、被害の実態等に関す
る庁内外の研修や勉強会へ
参加し、理解を深めること
により、今後も関係機関と
の連携をより強固なものし
ていくように努める。

Ｂ

担当者連絡会議へ出席し、関係機関と連携を図った。課内調整を行い、担当者連
絡会議に出席できように努
める。

Ａ

関連する会議に参加するとともに、健康課事業の
中で必要性を感じた事例には、パリテ等に情報提
供を行い、本人了解の上での連携に努めた。

健康課事業の中で必要性を
感じた事例には、パリテ等
の情報提供を行い、今後も
本人了解の上での更なる連
携に努める。

Ａ

本年度の担当者連絡会へは、査察及び家庭相談員
が参加し、、関係各課及び関係機関との情報共有
を図ることができ、日常の支援や連携に役立てる
ことが出来た。

今後も積極的に担当者連携
会議へ出席し、関係機関と
の協力体制をより強固なも
のにしたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

118

高齢者支援課 高齢者虐待防止連絡会の開
催

119

障害福祉課 虐待防止の観点から支援に
必要な関係機関、専門家と
の連携を図る。

120

子育て支援課 連絡会議への参加により、
関係機関との連携を図りま
す。

121

保育課 配偶者暴力被害者支援担当
者連絡会議に参加するとと
もに、支援に必要な関係機
関、専門部署との連携を図
る。

122

子ども家庭支援センター 関係機関との連携を図る。

123

教育企画課 「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護のための
施策に関する基本的な方
針」と「配偶者からの暴力
の被害者の子供の就学につ
いて（通知）」に基づく適
切な就学事務と関係機関と
の連携

124

③相談員の増
員及び資質向
上とメンタル
ケア

相談・支援件数の増加にあわ
せ、相談員の増員を検討しま
す。また、相談員の資質向上
を支援するための研修やスー
パーバイズ、相談員のメンタ
ルケアに取り組みます。

協働コミュニティ課 相談員の資質向上のため研
修の参加、スーパーバイズ
を実施する。

125

④職員研修の
実施

相談窓口における2次被害を防
ぐため、庁内関係各課の相談
窓口等の職員に対してDVに関
する職員研修を実施します。

協働コミュニティ課 庁内相談窓口職員に対して
研修・啓発を行う。

126

⑤配偶者暴力
相談支援セン
ター機能の検
討

DVの防止及び被害者の保護の
ため、配偶者暴力相談支援セ
ンター機能について、検討し
ます。

協働コミュニティ課 配偶者暴力相談支援セン
ター設置についての検討を
行う。

127

秘書広報課 持ちうる広報媒体（市報・
ホームページ（SNSを含
む。））を最大限に活用し
ながら、引き続き情報提供
していく。

128

協働コミュニティ課 暴力の防止に向けて情報提
供し、講座を実施する。

129

②市発行物の
表現における
男女平等ガイ
ドラインの作
成・配布（再
掲）

市報や市発行物における表現
において、男女平等の視点が
徹底されるようガイドライン
を作成し、配布します。

協働コミュニティ課 市発行物の表現における状
況把握の方法を検討する。

（４）

男女平等を阻むさまざまな暴
力の防止に向けて、チラシ・
パンフレット・ホームページ
等を通じて情報を提供する
他、講座等の学習機会を提供
します。

①暴力防止に
関する情報提
供と学習機会
の提供

配偶者暴力被害者支援担当者
連絡会議を定例で開催し、支
援に必要な関係機関、専門家
との連携を図ります。

②各種関連機
関・専門家と
の連携の強化

Ⅱ-2★

Ⅱ-3 （１）

（４）

26



担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

年２回開催
平成29度7月20日開催
(１) 平成28年度　虐待予防への活動実績報告
(２) 平成29年度　対応に向けた取組計画（養護
者による高齢者虐待）
(３) 虐待事例検討
平成30年２月20日開催
(１) 西東京市における高齢者虐待の現状につい
て
(２) 平成30年度　対応に向けた取組計画（養護
者による高齢者虐待）
(３) 事例を通しての課題検討

平成30年度も年2回の開催
を予定。また、年度初めに
前年の取り組み報告とその
年の取り組み計画を委員へ
示せるよう、開催時期の見
直しを検討中。

Ａ

配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議に参加し、
具体的なケース検討に当たっては、利用できる障
害福祉サービスの情報提供を行うなど関係機関と
連携を図った。

引き続き、継続実施に務め
る。

Ａ

配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議に参加し、
関係機関と連携を図った。

関係団体との連携強化を図
るため、今後も、連絡会議
等に積極的に参加します。

Ａ

連絡会議により、関係機関等との連携を図っている。継続実施により連携を図
る。

Ａ

　配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議に参加
し、関係機関との連携を図っている。
　要保護児童対策地域協議会として、代表者会議
1回、実務者会議5回、ケース検討会議161回(昨年
より7回増)を実施した。虐待ケースとしての情報
共有や対策の検討をするため、相互に顔が見える
よう訪問や、連絡を取り合うようにした。

今後も、適切な早期対応を
目標に、関係機関との連携
を密にする。

Ａ

当該家庭の状況を踏まえつつ、情報の管理の徹底を図った。学校及び関係機関と適切に連携しながら就学事務を実施した。事務手続や保護者対応に関
するノウハウを蓄積しなが
ら適切に処理できるように
する。

Ａ

精神科医、カウンセラー等に依頼しスーパーバイ
ズを年５回実施する。東京都主催のスーパーバイ
ズに参加する。

相談員の資質向上の為経験
後に合わせ研修に参加す
る。
今後も継続実施する。

Ａ

庁内相談窓口対応職員に対して、配偶者暴力被害
者支援担当者会議の中でDV現状や支援状況につい
て意見交換をした他、JKビジネス・AV出演強要問
題という新たな暴力について情報提供を行った。

担当者会議の際DVに関する
情報提供を今後も行う。

Ｃ

配偶者暴力相談支援センターの設置について、比
較検討に充分な情報収集が行えなかった。

配偶者暴力相談支援セン
ターの設置について検討す
るため情報収集を行う。

Ａ

チラシ・パンフレット・ホームページ等を通じて
情報を提供した。
ホームページでは、「ＨＰ来～る便」アプリの導
入によって、情報を必要とする市民のスマート
フォンに更新情報等をお知らせし、情報提供して
いる。

持ちうる広報媒体（市報・
ホームページ（SNSを含
む。））を最大限に活用し
ながら、引き続き情報提供
していく。

Ａ

ＤＶ冊子の配布・センター内における掲示の実施
によりＤＶについての情報提供を行った。自立支
援講座の実施、女性に対する暴力をなくそう運動
週間においてはHP上やチラシを活用し情報提供と
啓発を行った。

今後も継続実施することに
より広く理解を深める。

Ｂ

平成28年度に審議会委員による市刊行物の表現に
ついての評価を庁内各関係部署に提示するほか、
職員用定型文内に内閣府広報の手引きと事例集を
記載し、庁内問合せに関しては定型文を紹介し
た。

引き続き庁内関係部署への
周知を行う。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

130

秘書広報課 協働コミュニティ課作成の
ガイドラインを活用して広
報していく。

131

③市内事業所
への意識啓発

セクシュアル・ハラスメント
等、職場の男女平等を阻む暴
力の防止に向けて、市内事業
所への啓発を行います。

協働コミュニティ課 パリテ窓口で、産業振興課
が発行（東京都が編集）す
るセクシュアル・ハラスメ
ントが記載されている「ポ
ケット労働法2016」を配布
し、男女平等推進センター
でも掲示を行う。

132

協働コミュニティ課 市職員に向けて暴力防止の
情報提供を行う。

133

職員課 継続して職員研修を実施す
る。7月にハラスメント研
修を実施予定。

134

教育指導課 「人権教育プログラム（学
校教育編）」を全教職員へ
配布し、各校での活用につ
いて指導する。また、初任
者研修会や人権教育研修会
において、指導主事が講義
を行う。全校で年２回、校
長等が教職員に対して「服
務事故防止研修」を実施
し、暴力行為の根絶を目指
す。

135

①相談の実施 教育相談、就学相談、スクー
ルカウンセラーの相談などに
おいてさまざまな暴力の事実
が発覚したときは、緊急支援
体制で、関連部署や関係機関
と連携し、被害者の保護に努
めます。また、過去の暴力被
害による心理的問題のある児
童・生徒に対しては、医療機
関等の関係機関と連携しなが
ら必要な支援をします。

教育支援課 学校ではスクールカウンセ
ラーが、児童・生徒や保護
者から相談を受けるてい
る。その中で、人権を侵害
するセクシュアル・ハラス
メント、ストーカー、性暴
力などの被害が発覚した場
合には、相談者にも同意を
得て速やかに子ども家庭支
援センターや警察等との連
携を図り対応する。
教育相談センターでの相談
（教育相談や就学相談）で
発覚した場合も同様に対応
する。

136

②男性相談の
あり方の検討
（再掲）

男女平等の視点にたち、男性
が自分自身、家族、職場の人
間関係、心とからだ、DVなど
の問題等について、相談員と
ともに解決の糸口を見出す相
談事業のあり方を検討しま
す。

協働コミュニティ課 男性相談について情報収集
をおこない、検討する。

137

③緊急一時保
護宿泊費等の
支援（再掲）

緊急に保護が必要な女性の安
全確保のため宿泊費等を助成
します。

協働コミュニティ課 緊急に保護が必要な女性の
安全及び自立支援のため、
緊急一時保護宿泊費等を支
援する。

138 Ⅱ-4 （１）

①発達に応じ
た性教育の実
施

幼児期・思春期・成人期に至
るまで、発達に応じたからだ
と性に関する正しい知識を身
につけ、自他ともに尊重した
豊かな性教育を実施します。

協働コミュニティ課 健康課、教育指導課による
実施状況の把握をする。

市職員・教員に対し、男女平
等を阻むさまざまな暴力につ
いての啓発・研修を実施しま
す。

④暴力の防止
に関する市職
員・教員への
啓発・研修

Ⅱ-3

（２）

Ⅱ-3

（１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

調整のうえ、協働コミュニティ課においてガイド
ライン、事例集を庁内に周知することができた

協働コミュニティ課作成の
ガイドラインを活用して広
報していく。

Ｂ

「ポケット労働法2017」を窓口にて設置・配布し
た。発行元の産業振興課ではその他、市内施設や
就職情報コーナー、商工会等へ配布をしている。
セクシュアル・ハラスメント等、職場の男女平等
を阻む暴力について男女平等推進センター内で掲
示を行った。

引き続き、他の啓発方法も
検討する。

Ａ

情報誌パリテの配布による啓発を実施。
新規採用職員に向けDVを含む男女平等に関する研
修を行った。

今後も継続実施していく。

Ｂ

7月に管理監督者及び一般職を対象にハラスメン
トの現状と背景、判例のポイントを理解、防止す
るための研修を実施し、ハラスメント対応マニュ
アルの見直しを行った。

継続した研修の実施と相談
体制の強化を図る必要があ
る

Ａ

「人権教育プログラム」を全教職員へ配布した。
若手教員1年次研修や人権教育研修会での指導主
事による講義をした。
校長への「教職員の服務の厳正について」通知及
び東京都教育委員会からの管理職対象の研修を実
施するとともに、校長による全教職員への服務事
故防止研修等を通して、各学校に適切な指導を実
施した。

「人権教育プログラム」の
全教職員配布、研修会での
指導、校長等による教職員
に対する服務事故防止研修
等を計画的に実施してい
く。

Ａ

幼児から高校生年齢までの児童・生徒やその保護
者、または教員からの相談を、庁舎においては教
育相談や就学相談、学校ではスクールカウンセリ
ングやスクールソーシャルワーカーの巡回、ま
た、適応指導教室や不登校ひきこもり相談室にお
いて、さらには家庭訪問等、様々な形態で行って
いる。どの場面においても、人権を侵害するセク
シュアル・ハラスメント、ストーカー、性暴力な
どの被害が発覚した場合には、相談者にも同意を
得て、速やかに子ども家庭支援センターに連絡を
したり、緊急の場合は警察にも電話することを伝
えた。その後、子ども家庭支援センター、女性相
談、学校等関係機関と連携して支援体制を作るよ
う努めた。

連携のための情報共有につ
いては、要保護児童対策地
域協議会としての守秘義務
の範囲で可能であると考え
ている。しかしながら、要
保護児童として対応してい
い事例であるという確認が
できる以前に、本人の同意
がなくても情報提供して安
全を守らなければならない
ようなケースが起こった場
合に各部署が適切に対応で
きるよう、情報共有のあり
方や制度について庁内全体
で検討しておく必要があ
る。また、性的虐待につい
ても都スクールカウンセ
ラーに報告内容に含めるよ
うにすることでより詳細な
情報を集めるよう努める。

Ａ

市町村男女平等参画施策担当職員連絡会において
他市町村の実施状況を把握した。

男性相談のあり方につい
て、他市の実施状況や利用
実績等の情報収集しながら
継続的に検討を行う。

Ａ

平成20年度より西東京市緊急一時保護宿泊費等助
成金交付要綱を制定。この事業は被害者支援の選
択肢を広げるために実施しているが、保護施設が
利用できない際に実施する事業となる。平成29年
度は実績は０である。

今後も継続実施する。

Ａ

子ども家庭支援センターにおいて実施された性教
育についての報告会に参加し、情報を収集すると
ともに実施の方法やあり方について知ることがで
きた。
また男女平等推進センターの講座として「知って
いますか？LGBTのこと～家庭・学校・地域で考え
たい『あなたの身近な人がLGBTだったら』を実施
した。

今後も実施状況の把握に努
める。また、相談員が性に
関する研修参加ができるよ
う努める。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

139

健康課 継続検討。先進事例の情報
を集める。

140

教育指導課 東京都教育委員会と連携
し、学習指導要領を踏まえ
た適切な性教育の実施につ
いての指導・助言を行う。
小学校においては体育の保
健領域で、中学校において
は、保健体育において性に
関する学習を教科書に基づ
いて適正に指導を行うよう
にする。

141

協働コミュニティ課 パリテ内で掲示による啓発
を実施する。

142

健康課 継続して検討する。

143

協働コミュニティ課 女性相談等において、相談
者の必要に応じて、女性専
門外来を案内する。

144

健康課 情報集約に努める。

145

②女性特有の
病気に対する
予防と検査の
実施

子宮がん、乳がん、骨粗しょ
う症の予防と検査の充実を図
ります。
また、更年期の心身の健康づ
くりや予防についての情報提
供に努めます。

健康課 女性のがん検診、骨粗しょ
う症、更年期の教育の充実
と周知に努める。

女性に特有のからだの不調や
悩みに対応するため女性専門
外来を設置している医療機関
に関する情報を提供します。

①女性専門外
来に関する情
報提供

リプロダクティブ・ヘルス／
ライツ（性と生殖に関する健
康と権利）の概念が社会に根
付くよう、多様な機会を通じ
て情報を提供します。
また、いのちを育む妊娠・出
産について、男女ともに正し
い知識を持って、安心して迎
えられるよう情報の提供に努
めます。

②性と生殖に
関する健康支
援情報の提供

（１）

Ⅱ-4

（２）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

思春期を対象とした性教育は、教育部署において
東京都教育委員会と連携し、学習指導要領を踏ま
えた適切な性教育が実施されているため、協議に
ついて働きかけなかった。
妊娠届やファミリー学級等、母性に関わる事業を
通じ、個別性の高さにも配慮しながら、からだと
性に関する正しい知識を提供した。

母性に関わる事業を通じ、
個別性の高さにも配慮しな
がら、からだと性に関する
正しい知識の啓発に努め
る。

Ｂ

東京都教育委員会と連携し、学習指導要領を踏ま
えた適切な性教育の実施についての指導・助言を
行った。小学校においては体育の保健領域で、中
学校においては、保健体育において性に関する学
習を教科書に基づいて適正に指導を行うようにし
た。

今後も東京都教育委員会と
連携し、次年度改訂される
性教育の手引きを踏まえ
た、性に関する指導が実施
できるよう指導・助言を行
う。

Ａ

パリテ内掲示にて、リプロダクティブ・ヘルス／
ライツの説明を掲載した。

引き続き、情報提供を方法
を検討する。

Ｂ

妊娠届やファミリー学級等、母性に関わる事業を
通じ、個別性の高さにも配慮しながら、からだと
性に関する正しい知識を提供した。

母性に関わる事業を通じ、
個別性の高さにも配慮しな
がら、からだと性に関する
正しい知識の啓発に努め
る。
(№139に一本化して頂くよ
う、ご検討をお願いしま
す。）

Ａ

相談内容に応じて女性専門外来に関する情報を案
内した。
一人では病院受診につながることのできない相談
者においては、他課と連携をとりながら対応をし
た。

今後も情報収集し、相談者
に応じて適切な情報提供を
行う。

Ｃ

周産期支援に関わる機関の会議に参加し、情報収
集を行い、周知に努めた。

前出の会議に出席する他、
研修等に参加し、情報収集
を行い、周知に努める。

Ａ

女性のがん検診の受診率向上のための個別通知を
実施。

ホームページに乳がん自己検診法の情報をアップ
した他、女性の教室を開催し、骨祖しょう症や更
年期に関する知識の普及に努めた。

更なる周知に努める。
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